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歯周病と全身の病気との関係

出典：公益財団法人８０２０推進財団 2



特に女性は妊娠・出産等、
ライフイベントに応じた注意が必要

出典：公益財団法人８０２０推進財団 3



「知ってる？口に潜む恐怖のバイキン集団」（奥田克爾）より引用

歯周病は妊娠トラブル（早産・未熟児）の原因となる可能性があります。
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妊娠性歯肉炎・歯周病

歯周病と早産・低体重児出産
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早産・低体重児出産のエビデンス
日本歯周病学会編集 歯周病と全身の健康 2015より

17報の症例対照研究 総数
10,000名以上のメタアナラ
イシスにより、歯周病の早
産に対する危険率は2.01倍、
低体重児出産に対する危険
率は2.20倍、早産および低
体重児出産に対する危険率
は4.68倍である。

Corbella et al., Odontology 100(2):232-240, 2012.



妊産婦歯科健診の重要性

• 妊娠中は、女性ホルモンの急激な増加による口腔環境の
変化や、「つわり」による嗜好変化や歯みがきの困難な
どによって、むし歯や歯周病になりやすく、
妊婦さん自身が初期症状に気づきにくいことも多い。

• 「つわり」がおさまる４～５か月頃に歯科健診を受診し
てもらい、比較的体調の安定した妊娠中期に必要な歯科
治療を行うことを勧める。

妊婦歯科健診の重要性

市区町村等やかかりつけ歯科医
における妊婦歯科健診の

充実が望まれる 6
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妊産婦歯科健診の実態

妊婦健診受診者に
対し、妊産婦歯科
健診受診者割合は
５．８％に過ぎない

地域保健・健康増進事業報告より作成

（名）

• 妊産婦の歯科健診は市町村独自の努力等で実施されて
おり、実施は進んでいない状況である。
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都道府県歯科医師会の取り組み

山梨県歯科医師会、和歌山県歯科医師会HPより



歯科治療時の配慮

１）治療時の注意点
◆妊娠中の患者さんには母子健康手帳を提示してもらい、
産婦人科医からの注意事項を共有する。

◆できるだけ楽な姿勢で治療を受けられるよう配慮し、
体調や気分の変化に留意する。

２）治療に際しての患者さんの心配事
◆エックス線撮影の胎児への影響…防護用エプロンの着用
◆歯科治療時の麻酔の使用…体調や不安を考慮し、

慎重に対応（産後に延ばす等）
◆薬物の服用…安全に使用できる薬剤を選択。

産婦人科医、薬剤師にも相談。

妊婦さんへの歯科治療への配慮
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丁寧な説明により、安心な歯科治療を
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歯科保健指導による効果

「知ってる？口に潜む恐怖のバイキン集団」（奥田克爾）より引用



機械的歯面清掃処置の見直し（平成30年度診療報酬改定）
自己管理が困難な患者や妊娠中の患者に対する口腔衛生管理を推進する観点
から、これらの患者について、算定頻度の見直しを行う。

歯科診療における口腔健康管理の充実

（算定要件 抜粋）
注１
歯科疾患管理料、歯科特定疾患療養管理料
又は歯科疾患在宅療養管理料を算定した患者の
うち、主治の歯科医師又はその指示を受けた歯科
衛生士が、歯科疾患の管理を行っているものに対し
て機械的歯面清掃を行った場合は、2月に1回に
限り算定する。ただし、初診料の注６、再診料の注
４若しくは歯科訪問診療料の注６に規定する加
算を算定する患者又は妊婦については月１回に限
り算定する。

２か月に
１回

１か月に
１回平成３０年度から
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図. 歯列の発育図（Schour, Masseler, JADA,1941）

胎生５か月

胎生７か月

出生時

生後６か月

歯胚（将来の乳歯）は胎生期早期に準備されている歯胚（将来の乳歯）は胎生期早期に準備されている

マイナス1歳から「将来の歯の健康」を考えよう！
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歯の形成は妊娠中に始まります。
産まれてくる赤ちゃんのためにも

お母さんの口腔健康管理が大切です。

お母さんのおなかの中から
８０２０（ハチマルニイマル）は始まる
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